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メーカー責務、リスクアセスメントと評価・試験、技術文書作成まで一貫した解説 

 

メーカーの責務と、 

市場監査当局への対応を紐づけ、 

関連要件を明確化 

実務にブレークダウンできる具体的な項目と関連条項を一目で理解

できる構成です。 

適合宣言に至るまでに必要な要素をすぐに把握できます。 

 

適合宣言に至るステップをチャート化 

製品を適合させるための実務プロセスを示します。低電圧指令の安

全目標を達成し、達成していることを提示するために何をするかにつ

いての基礎となるものです。 

リスクアセスメント ー CENELEC Guide 32 の援用、スリーステップ

メソッド、整合規格の役割について解説しています。 

 

 

設計例、試験についてポイント解説 

部品・コンポーネントの選択と重要部品リストについて解説。 

さらに、規格 EN60204-1 を例に取り上げ、 

➢ 低電圧指令の安全目標を規格要件との関係 

➢ 部品・コンポーネントの選択と重要部品リスト 

➢ アース導通試験 

➢ 絶縁抵抗試験 

➢ 耐電圧試験 

➢ 残留電圧測定 

➢ 漏洩電流測定 

➢ 機能テスト 

言葉の意味、概念よりも具体的に何をするのかを解説します。 

 
 

 試験見積、レポート作成に必要な情報・資料（参考）のリストを付録  

 

E   
メ ーテス ー 

 試験   

 E    

 テストポ ント 

安全

目標 
この規格の項目 備考 

1 a) Clause 16, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.2, 8.2, 

8.3, 10.2, 10.8, 11.1, 11.2, 13.1, 13.2 

 

1b) 4.2, 5.3, 5.5, 6.2, 6.2.4, 7.2, 7.2.2, 8.2, 

9.2, 11.2, Clause 12, 13, 13.4.4, 13.4.5, 

14.4, Clause 15, Clause 17, Clause 18 

 

1 c) Introduction, 1, 3, 11.1, 11.2  Refer to 2a) to 2d) and 3a) to 3c) in this table 

2 a) 4.1, 4.2, Clause 5, Clause 6, 7.1, 7.2, 

7.7, 7.8, 7.10, Clause 8, Clause 9, 11.3, 

11.4, Clause 12, 13.2, Clause 15, Clause 

16, Clause 18, Annex A 

 

2 b) Clause 4, 4.4.3, 4.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.9, 

7.10, 11.2.3, 11.4, Clause 12, 13.1.4, 

14.4, 14.5, 16.2.2 

For electromagnetic fields, this standard does not 

provide performance requirements for either immunity 

or emissions. Only general advice is given. EMF is not 

covered. Ionizing radiation is not considered. 

2 c) 4.1, 4.4.8, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.5, 7.6, 

Clause 9, Clause 10, 13.1, Clause 14, 

15.2 

Noise is not considered in this standard. Functional 

safety is not fully covered. Explosion of batteries has not 

been covered by this standard. Optical radiation is not 

covered. 

2 d) 6.2.3, 6.3, 6.4, 7.2.7, 9.4, Clause 12, 

13.3, 13.4.3, 13.5, 14.4, Clause 18 

 

3 a) 6.2.2, 6.2.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 11.4, 

12.2, 12.3, 12.6.1, 12.6.2, 13.3, 13.4, 

13.5, 14.2 14.6 

The standard only considers the mechanical 

requirements for electrical parts of a machine. 

3 b) 4.6, 6.2.3, 10.1.3, 11.3, 11.4, 12.7.6 For EMC, this standard does not provide performance 

requirements for either immunity or emissions. 

Only general advice is given 

Hazard associated with EMC and functional safety are 

not covered. 

Safety-related security is not covered 

3 c) 3, Clause 7, Clause 8, 9.2, 11.4, 14.6, 

15.1 

 

 

Cl. Titles 

4 General Requirements 

適切な部品の採用と、欧州での標準的な配電条件、標準的な環境条件が示され、個別の仕様合意がない限り、これら条件が

適用される。 

5 Incoming supply conductor terminations and devices for disconnecting and switching off 

  への主電源接続に関連して、配電（配線、TN、TT等）方式、保護アース接続、主電源開放、ス ッチオフに用いるデバ 

スの仕様、配 構造など。 

6 Protection against electrical shock 

故障時も含めた感電を防止するための、概念、保護等級、絶縁レベル、遮断など。 

7 Protection equipment 

短絡、モーター過負荷、異常温度、電源の中断と回復、モーター過速度、漏電ブレーカーの使用、三相接続、雷や接点によるサ

ージ、短絡電流、など。 

8 Equipotential bonding 

保護アースと機能アース、配線接続、線径、色、表示など。 

9 Control circuits and control functions 

制御用電源のトランス、電圧、停止カテゴリ、非常停止、動作モード、ホールドトゥラン、両手押しス ッチ、 ンターロック、制御の

故障。 

10 Operator interface and machine mounted control devices 

ス ッチの色とピクトグラム、ランプの色、配 など。 

11 Controlgear location, mounting and enclosures 

機器類の配 、筐体、ドア、開口部など。 

12 Conductors and cables 

電線の容量と耐電圧、スリップリング、バスバーの絶縁距離など。 

13 Wiring practices 

電線の色、線番号表示、曲げ半径、ケーブルダクト、プラグ/ソケット、フレキ、コンジット、接続ボックスなど。 

14 Electric motors and associated equipment 

モーターの選定、配 、部屋分け、ブレーキなど。 

15 Socket-outlets and lighting 

盤内照明、サービスコンセントなど。 

16 Marking, warning signs and reference designations 

感電防護マーク、高温マーク、銘板など。 

17 Technical documentation 

取扱説明書など。 

18 Verification 

部品・コンポーネントとその技術文書の適合確認、アース導通試験、絶縁抵抗、耐電圧試験、残留電圧測定、漏洩電流測定、

機能テスト。 

 

 

低電圧指令  01     E  

E C指令 

2014/30/E  

機 指令 

2006/42/EC 

 線機器指令 2014/ 3/E  

 o  指令 

2011/6 /E  

その 指令 

メーカーの 務（   ） 

 全 標（付   ） 

・    への   

・   能  

・適合宣言書  1 条  

・技術文書 

・安全目標への適合 

当局への   

・適合宣言書を提示 

・技術文書を提示 

・ 必要に    荷  を提示 

・その （ 適合  ） 

適合宣言 （付   ） 

    （付   ） 

    （    、  ） 

・タ プ /モデル ンバー等 

・バッチ/ リアル ンバー 

・メーカー /  （また  式 理 の） 

・タ プ /モデル ンバー、バッチ/ リアル ンバー 

・メーカー /  （また  式 理 の） 

・    の責 で る の言明 

・宣言の  （  など） 

・宣言  が関連する欧州   に適合している の言明 

・用いた整合規格の番号 

・通 機関が関 した 合のその  と番号 

 本  、低電圧指令についての概要を

理解するためのものです。 確な理解の

ために、必  文を 照してください。 

・適切なリスクの分 と評価 

・製品の一 的な説明 

・関連  ととの説明 

・用いた整合規格の番号 

・    、実 したテスト 

・試験  書 

 全 標を た ている を 

        る  に とめる 

   ージ 

・適用   

・安全目標 

・低電圧指令  ド 

（  1条） 

 a  電気機器の  を けた流通   

    電気機器を  した流通   

流通   電気機器を  に して 

０  、提示できなけれ ならない。 

（  ５条3項） 

・  の指令で一 の宣言書 

（   e      2.） 

製造   技術文書を確 するものとす

る。文書 、関連する要件への  の適

合 を評価することを 能にし、リスクの適

切な分 と評価を含 ものとする。 

技術文書 、  の評価、  、製造、

およ  作に関連する限り、適用 能な

要件と    を指定するものとします。 

技術文書に 、 当する 合 常に、 

なくとも の要素（  ）が含まれている

必要が ります。 

CE  ー ン  

 

CE マーキング  け 

適合宣言書作成 

指令への適合確認（  ） 

技術文書 

テストレポート 

    書 

     

部品の ビデンス 

重要部品リスト リスクアセスメント 

取扱説明書 評価・試験 

制限 項・使用上の 提条件 

（テストプラン） 

リスクアセスメント   

仕様書 

  等理解するた

めに必要な説明 

その 必要に  て 

 考にする整合規格 

指令の必 要  項 

関連指令の必 要   への適合 を 価 る

 とを  に 、リス の適 な  と 価を   
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